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消 防 計 画

中原 上宿住 宅

第 1章  総

第 1条  目   的

この計 画 は、消防法第 8条 第 1項 に基 づ き、中原上宿 住 宅 にお ける防

火管理 業務 について必要 な事 項 を定めて、火災 、震災 、その他 の災害 の

予防及 び人命 の安全確保並 び に被 害防止 を図 る ことを 目的 とす る。

第 2条  消 防計 画 の適 用範 囲

この計画は、当住宅に入居又は出入 りするすべての者に適用するもの

とする。

第 3条  防 火 管 理 者 の 権 限 と業 務

防 火管理者 は、別途届 出者 と し、この計画 につ いての一切 の権 限 を有

し次 の業務 を行 うもの とす る。

1.消 防計画 の作成 、変更 、提 出

2.入 居者 、利用者へ の消 防用設備 の設置 場所 、使用 方法 、避難 の経路

教 育 、周 知

3.入 居者 へ の消防訓練参 加 の呼 びか け

4.建 築物 、火気使用設備器 具 、 点検 及 び維持管理

5.消 防用設備等の点検 、及 び維 持 管理

6.火 気使 用 の制限 、禁止及 び指導監督

7.そ の他法 令 に基 づ く関係機 関 に対す る報告及 び届 出等

8.建 物等及 び消防用設備等 に不備欠陥 を認 めた場合 の管理権 原者へ

報 告 と是正の要請

貝ll



第 2章  防火管理対策

第 4条  居 住 者 の 行 う防 火 管 理 対 策

日常 の火災予防及 び地 震 時の出火防止 を図 るため 、入居者 の責任 にお

いて次 の対策 を行 な うもの とす る。

1.建 物 内の火気管理 を徹 底 し、火災予防 に努 め る。

2.防 火 区画の開鎖機 能 を維 持管理す る。

3.建 物 内には、火災 の 延焼拡大要 因 とな る 多量 の可燃物 を置 か ない。

また 、通路、階段 等 に は、避難の障害 とな る物 品等 を置 か ない。

4.火 災報知器 、消 火器 等 の消 防用設備 の周 囲 には操作の障害 とな る物

品等 を置 かな い。また設 置 された消火器 は 、み だ りに移動 させ な い。

5.消 防隊の活動 障害 とな る違法駐車 を しな い。

第 5条  結 果 の 記 録 及 び 報 告

1.平 素 における火災報 知器 、消火器 の点検 、外観 的事項 につ いては防

火管理者が随 時行 う。

2.消 防用設備等 は点検 業者 に委託 して行 い、防火管理者 はその結 果 を

確認 し、 3年 に 1回 平塚 消防長 に報告 す る。 (別 表 1)

3.防 火管理者 は、消 防用 設備等の点検結 果報 告等 を一括編 纂 して保持

す る。

4.管 理権 原者 は、建物 等 及 び消防用設備等 に不備 欠陥 を認 めた時 には 、

早 急 にその是正 を図 る。



第 6条  火 災 が 発 生 した 場 合 の 行 動

1.火 災 を発生 させた者 又 は火災 を発 見 した者 は、火災報 知機 及 び大声

で周 囲 に知 らせ る。

2.消 防署 への通報 は、火災 を発生 させ た者 、又は火災 の発 生 を知 った

ものが協 力 して行 う。

3.初 期 消火は、消防隊が到着す るまで入居者が協 力 して行 う。

4.避 難誘導 は、入居者 が お互 いに協 力 して行 う。

第 7条  地 震 へ の 備 え

1.入 居者 は、非常用食料 、飲料 水 、衣類 、携帯 ラジオ 、懐 中電灯及 び

医薬 品等 を準備す るよ う努 め る。

2.入 居者 は家具 の転倒 、物の落下 や散乱 が な いよ うに転倒 防止措置 を

は じめ工 夫す る。

第 8条  地 震 時 の行 動

1.地震に関する警戒宣言が発令 された場合は、火気の使用停止又は火

気の使用 を監視する。

2.地 震が発生 した場合は、まず身の安全 を図ることを第一 と し、熱機

器の使用 を停止する。

3.避 難場所への避難は、関係機関か らの指示又は被害の状況等か ら判

断 し、開始する。

4.避 難する際は、ブレーカーを遮断する。

5.避 難は、身の安全を図 りなが ら、震災時避難場所まで全員徒歩で行

う。

6.火 災が発生 した り、負傷者が出た場合は、入居者及び利用者がお互

いに協力 して消火及び負傷者の救護に当たる。



第 9条  消 防 訓 練

1.入居者 は、地域 で開催 され る消防訓練 や防災指 導会 等 に積極 的 に参

加 す る。

2.入 居者 は、消 火器 を用 いた消 火訓練 を積極 的 に行 う。

3.入 居者 は、消 防署 等 で実施す る訓練 に も積極 的 に参加す る。

4.令和 4年 4月 以降 、消防総合訓練 又 は部分訓練 を年 1回 実施す る。

第 10条  放 火 防 止 対 策

1.入 居者 は、通路 、階段及 び敷地 内の整理 整頓 に努 め る。

2.入 居者 は、駐車場 に駐車 す る車両 は施錠す るよ う努 め る。

第 11条  工事 人等 の連 守 事 項

建物内で工事 を行な う者は、事前に作業計画 を防火管理者に届出 し、

火災予防止必要な指示 を受けるとともに、次の事項 を連守 しなければな

らない。

1.工事責任者は、建築物等の工事 を行な う前に工事関係者に対 して、

火災予防上の教育 を実施すること。

2.溶 接、溶断、その他の火気等 を使用する工事 を行な う場合は、予防

措置 (周 囲の可燃物等の除去 )を してか ら実施す ること。

3.火 気等を使用する作業にあつては、消火器等 を設置すること。

4.指定 された場所以外では、喫煙は行なわない。また、たき火、残材

の焼却は禁止 とす る。

5.危険物類の持ち込み、使用においては、その危険性 に応 じた安全に

配慮すること。

6.火 気管理は作業場 ごとに責任者 を指名 して行な うこと。

7.火 気を用いる作業における工事用シー トは、防炎処置 したものを使

用すること。



第 12条  防火管理業務の一部委託

この計画は、平成 22年 10月  1日 か ら施行するもの とする。

令和 3年 (2021年 )11月 一部改訂

別 表 1: 消 防用設 備 等の 点検

別表 2: 避 難 経路 図 (別 添 )

別 表 1 消 防用 設備 等 の 点検

受託者 の氏名

及 び住所等

氏名 (名 称 ) 株 式会社 東急 コ ミュニテ ィー

公共施設運 営室

住   所

(所 在地 )

神奈川 県横浜市 中区尾上町 6-81

ニ ッセイ横 浜尾上町 ビル 5階

045-872-4473

事 業所等 (平 塚 ) 平塚市営住 宅サー ビスセ ンター

TEL. 0463-74-4005

担 当 者 氏名 :岩 崎  正典

防火管理 業務 の

受託状況

委託 業務 消防点検 (機 器 点検 )

消防点検 (機 器 点検 口総合 点検 )

委託 業務実施 方法 □常駐

□遠隔監視

■巡 回

点 検 対 象

検査 実施 月

点 検  員機器 点検 総 合点検

消   火   器 8月 2月 東洋住宅

サー ビス避 難 器 具 8月 2月

自動 火災報 知設備 一部住 宅 一部住 宅

屋 内 消 火 栓 設 備 無 し 無 し

非 常 警 報 設 備 一部集会 所 一部集会 所

誘 導 灯 設 備 一部集会 所 一部集会所



別表 2  避難経路 (中 原上宿住宅 )
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